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í 政治ᙹദ法のॖ፯

１ 政治ǛᙹദƢǔႸႎ

⌧在のᡃがᅜの政治ᙧែは、ᅜẸ主ᶒのཎ理のୗに、選挙を㏻ࡌて選ばれた㆟員によってᵓ

ᡂされる㆟会が、ᅜẸのពᛮを体⌧しつつᅜ政を運営していく㆟会ไẸ主政治です。

選挙を㏻ࡌて表᫂されたᅜẸのពᛮによって、ᅜ政の方ྥが定められるというのが理ᛕです

が、⌧ᐇの政治の場では、政党そのの政治団体、政治ᐙの政治活動によってᅜẸのពᛮࡸ

┈が組織され、表᫂され、ᐇ⌧されることになります。したがって、その政治活動が公᫂か

つ公正に行われ、ᖖにᅜẸの᩿の┘どとᢈุのもとに行われる必要があります。

≉に政治資金のၥ㢟になると、⒵╔ࡸ政治⭉ᩋが⏕ࡌる༴㝤ᛶがあるため、これを規正する

ことによりな政治活動を☜ಖしようとするものです。

２ 政治ǛᙹദƢǔ方法

政治資金の規正の方法については、２つの⪃࠼方があります。１つは、政党・政治団体に

支ሗ࿌書の提出を⩏務࡙け、これを公㛤することによってᅜẸにุ᩿の資ᩱを࿊♧し、その

㠀についてのุ᩿はᅜẸに任せるという⪃࠼方であり、方は、政治資金の公㛤のࡳならࡎ⒵

め㝖ཤするため、資金のᤵ受⮬体についてもල体的なไ㝈をࡌ政治⭉ᩋの༴㝤ᛶをあらかࡸ╔

ຍ࠼るという⪃࠼方です。

î 政治団体の種類

１ 政治団体

政治資金規正法（以ୗ「法」という。）における政治団体とは次にᥖࡆる団体をいい、組織

又は政治団体となった日から７日以内に、主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会

に届け出なければなりません。（法第３条第１項、第６条）

① 政治ୖの主⩏ⱝしくは⟇を᥎㐍し、支ᣢし、又はこれに対することをᮏ᮶の目的と

する団体

② ≉定の公職の候補者を᥎⸀し、支ᣢし、又はこれに対することをᮏ᮶の目的とする団

体（いわࡺる「後会」）

③ ୖ記以外の団体で次にᥖࡆる活動を主たる活動として組織的かつ⥅⥆的に行う団体（ὀ）

 政治ୖの主⩏ⱝしくは⟇を᥎㐍し、支ᣢし、又はこれに対すること。

 ≉定の公職の候補者を᥎⸀し、支ᣢし、又はこれに対すること。

（ὀ）「主たる活動として組織的かつ⥅⥆的に行う団体」とは、外ぢ的には、文団

体、ປാ団体、経῭団体等のࡈとく、政治目的以外の目的をᥖࡆている団体であっ

ても、事ᐇୖ、及びにᥖࡆる活動がその団体活動の主たる㒊分を༨めており、

かつ、その活動が組織的、⥅⥆的である団体をいいます。

よって、文団体、ປാ団体、経῭団体等が選挙のときにたまたま≉定の候補者

を᥎⸀したり、ᛂしたりすることがあっても、一⯡的には、政治資金規正法にお

ける政治団体には該当しません。

たࡔし、公職選挙法ୖでは「政治活動を行う団体」として、選挙における政治

活動について規ไを受ける場合があります。
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（１）政党（法第３条第２項）

政党とは、政治団体のうち次のいࡎれかの要௳に該当するものをいいます。

 ᅜ会㆟員を㸳ே以ୖ᭷するもの。

 ๓ᅇの⾗㆟㝔㆟員総選挙、๓ᅇ又は๓ࠎᅇの参㆟㝔㆟員㏻ᖖ選挙のいࡎれかのᅜ

を㏻ࡌたᚓ⚊⋡が２㸣以ୖであるもの。

（２）政党の支㒊

政党の支㒊とは、ୖ記（１）の政党の支㒊であり、政党のᮏ㒊がⓎ行した支㒊ド᫂書等を添付し

て届け出たものをいいます。

政党の支㒊は、一以ୖの市町村の区域又は公職選挙法第１２条に規定する選挙区の区域を༢と

して設けられるものでなければ、政党及び政治資金団体以外の政治団体とࡳなされ、法ே等からの

寄附は受けられません。（法第２１条第４項）

（３）政治団体とࡳなされるもの

 政⟇◊✲団体（法第㸳条第１項第１ྕ）

政治ୖの主⩏又は⟇を◊✲する目的を᭷する団体で、ᅜ会㆟員が主ᐓするもの又は

その主要なᵓᡂ員がᅜ会㆟員であるものをいいます。

 政治資金団体（法第㸳条第１項第２ྕ）

政党のために資金ୖのຓをする目的を᭷する団体で、政党が指定し、その旨を総務

大臣に届け出たものをいいます。

࢘ ≉定ࣃーࢸー㛤ദ団体(法第１８条の２)

政治団体以外の者が、≉定ࣃーࢸー（政治資金ࣃーࢸーの対౯にಀるධが１㸪㸮㸮

㸮以ୖになることがぢ㎸まれるもの）を㛤ദする場合、当該≉定ࣃーࢸーを㛤ദ

しようとするから政治団体とࡳなされ、設立届等の提出が必要となります。

（４）政治団体の支㒊（法第１８条）

政治団体が支㒊を᭷する場合、ཎ則としてᮏ㒊・支㒊は各ࠎ一つの政治団体とࡳなされま

す。したがって、支㒊にあっても設立の届出、会計ᖒ⡙のഛ࠼付け、ᖒ⡙の記載及び支ሗ

࿌書の提出等をしなければなりません。

たࡔし、寄附のᤵ受のไ㝈に関しては、ᮏ㒊・支㒊を㏻ࡌて一つの政治団体とࡳなされ、

ไ㝈㢠を㉸࠼ての寄附は受けられません。

法にいう政治団体の支㒊とは、おおむࡡ次の要௳をഛ࠼たものをいいます。

 ᮏ㒊の規約等に規定されたその組織の༢組織であり、ᮏ㒊と主ᚑの関ಀにあるこ

と。

 ᮏ㒊の指総ᣓのୗに、一定の⠊ᅖで⮬主的に政治活動をすることがㄆめられてい

ること。

࢘ 会計について、一定の⠊ᅖ内で金㖹等のᤵ受を行࠼る≧ἣにあること。

ୖ記の要௳を‶たさないୗ㒊組織（会計ୖ⊂立していないもの及び༢なる㐃⤡事務所的な

ものなど）は、法ୖの「政治団体の支㒊」とはなりません。したがって、このୗ㒊組織の行

ったධ・支出はୖ㒊組織が行ったものとなりますので、支ሗ࿌書は、ୖ㒊組織、ୗ㒊組

織を合わせた分をሗ࿌することになります。
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２ ሥྸ団体

政治ᐙ（公職の候補者、公職の候補者となࢁうとする者及び公職に在職している者）が、⮬

分のために政治資金のᣐ出を受け、その政治資金をྲྀりᢅわせる政治団体として、指定した政

治団体をいいます。

（１）資金管理団体の指定

資金管理団体の指定は、政治ᐙ一ேにつき一団体に㝈るものとし、政治ᐙ⮬らがその代表

者であることが必要です。

資金管理団体となりうる政治団体は、１ページのϩの１の①又は②に該当する政治団体で、

政治ᐙ⮬らが代表者であっても、政党（支㒊を含む。）、政⟇◊✲団体、代表者である政治

ᐙ以外の者を᥎⸀又は支ᣢすることを目的とする政治団体は指定することはできません。

資金管理団体を指定したときは、指定の日から７日以内に「資金管理団体指定届」を提出

しなければなりません。（法第１９条）

（２）資金管理団体の≉

 ≉定寄附（資金管理団体の届出をした公職の候補者が、政党から受けた政治活動に

関する寄附の㒊又は一㒊を⮬らの資金管理団体に対してする寄附）は、寄附の総ᯟไ㝈

（ᖺ㛫１㸪㸮㸮㸮）が㐺⏝されません。（法第２１条の３第４項）

 資金管理団体の届出をした公職の候補者が、⮬らの資金管理団体に対してする≉定

寄附以外の寄附（⮬ᕫ資金による寄附）については、寄附のಶูไ㝈（ᖺ㛫１㸳㸮

）が㐺⏝されませんので、総ᯟไ㝈（ᖺ㛫１㸪㸮㸮㸮）の⠊ᅖ内において寄附

をすることができます。（法第２２条第３項）

࢘ 公職の候補者は、公職選挙法の規定により選挙๓の一定ᮇ㛫（㸸任ᮇ‶の場合は、

任ᮇ‶の日๓９㸮日から選挙ᮇ日までの㛫）⮬ᕫの後団体に寄附することが⚗Ṇさ

れますが、⮬らの資金管理団体に対しては寄附をすることができます。（公職選挙法

第１９９条の㸳第３項）

࢚ 資金管理団体は、ᖹᡂ１９ᖺ８᭶６日以㝆、ᅵ地ⱝしくはᘓ≀の所᭷ᶒ又はᘓ≀の

所᭷を目的とする地ୖᶒⱝしくはᅵ地の㈤ᶒをྲྀᚓし、又はಖ᭷することができま

せん。（法第１９条の２の２）

なお、ᖹᡂ１９ᖺ８᭶㸳日以๓からᘬき⥆き所᭷している動⏘については、⏝㏵

そのಶࠎの⏝の⌧ἣを支ሗ࿌書に記載しなければなりません。

࢜ 資金管理団体（ᅜ会㆟員関ಀ政治団体であるものを㝖く。）は、ᖹᡂ２㸮ᖺ分の

支ሗ࿌書から、ே௳㈝以外の経㈝のうち１௳㸳以ୖの支出について、支ሗ࿌書

に᫂⣽を記載するとともに、その領書等のしをేせて提出しなければなりません。

(法第１９条の㸳の２)
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Ჭ ᜭՃ᧙̞政治団体˟

ᅜ会㆟員関ಀ政治団体とは、政党、政治資金団体及び政⟇◊✲団体を㝖く次にᥖࡆる政治団

体をいいます。（法第１９条の７）

① ᅜ会㆟員・候補者（ᅜ会㆟員にಀる公職の候補者となࢁうとする者を含む。以ୗ同ࡌ。）

が代表者である政治団体（以ୗ「１ྕ団体」という。）

② ⛒⛯≉ูᥐ⨨法第４１条の１８第１項第４ྕに規定する寄附金᥍㝖の㐺⏝を受ける政治

団体のうち、≉定のᅜ会㆟員・候補者を᥎⸀し、又は支ᣢすることをᮏ᮶の目的とする政

治団体（以ୗ「２ྕ団体」という。）

③ 政党の支㒊であって、ᅜ会㆟員にಀる選挙区の区域を༢として設けられるもののうち、

ᅜ会㆟員・候補者が代表者であるもの（以ୗ「ࡳなし１ྕ団体」という。）

（１）ᅜ会㆟員関ಀ政治団体の届出

ᅜ会㆟員関ಀ政治団体に該当する場合、設立又はᅜ会㆟員関ಀ政治団体に該当することに

なった日（２ྕ団体に該当する場合は、ᅜ会㆟員・候補者からᅜ会㆟員関ಀ政治団体に該当

する旨の㏻▱を受けた日）から７日以内に、設立届又は異動届を主たる事務所の所在地の都

道府県の選挙管理委員会に提出しなければなりません。（法第６条、第７条）

ᅜ会㆟員関ಀ政治団体の届出に㝿しては、以ୗのことに␃ពしてくࡔさい。

 ᅜ会㆟員・候補者は、２ྕ団体に該当する政治団体があるは、当該政治団体に対

し、㐜なく、ᅜ会㆟員関ಀ政治団体に該当する旨の㏻▱（３３ページを参照）をし

なければなりません。（法第１９条の８第１項）

 ᅜ会㆟員・候補者が代表者である政治団体で、かつ、３の②寄附金᥍㝖の㐺⏝を受

け、代表者であるᅜ会㆟員・候補者を᥎⸀し、又は支ᣢすることをᮏ᮶の目的とする

政治団体は、１ྕ団体と２ྕ団体の୧方に該当することになります。

࢘ 寄附金᥍㝖の㐺⏝を受けない場合は、≉定のᅜ会㆟員・候補者を᥎⸀し、又は支ᣢ

することをᮏ᮶の目的とする政治団体であっても２ྕ団体には該当しません。

࢚ 「都道府県㐃」等の政党の支㒊で、行政区域としての都道府県を༢として設けら

れているものについては、ࡳなし１ྕ団体には該当しません。

（２）ᅜ会㆟員関ಀ政治団体の≉

ᅜ会㆟員関ಀ政治団体は、「支ሗ࿌の㐺正の☜ಖ」と「支ሗ࿌の㏱᫂ᛶのྥୖ」のほ

Ⅼから、ᖹᡂ２１ᖺ分の支ሗ࿌から次にᥖࡆる≉が㐺⏝されます。

 支ሗ࿌に関する≉（法第１９条の９㹼第１９条の１１）

① ての支出について領書等をᚩし、要旨の公表の日から３ᖺ㛫ಖᏑしなければ

なりません。

② ே௳㈝以外の経㈝のうち１௳１を㉸࠼る支出について、支ሗ࿌書に᫂⣽を記

載するとともに、その領書等のしをేせて提出しなければなりません。

③ 支ሗ࿌書の提出ᮇ㝈は、ཎ則として⩣ᖺの㸳᭶ᮎ日（提出ᮇ㛫୰にᅜ政選挙があ

った場合は６᭶ᮎ日）までです。

解散したᅜ会㆟員関ಀ政治団体にあっては、解散の日から６㸮日以内に提出するこ

ととなっています。
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 Ⓩ㘓政治資金┘ᰝேによる政治資金┘ᰝ（法第１９条の１３、第１９条の１４）

支ሗ࿌書を提出するときは、あらかࡌめ、支ሗ࿌書、会計ᖒ⡙、領書等につい

て、Ⓩ㘓政治資金┘ᰝே（政治資金┘ᰝ㐺正委員会にഛ࠼る名⡙にⓏ㘓されたᘚㆤኈ、

公ㄆ会計ኈ、⛯理ኈ）による政治資金┘ᰝを受け、Ⓩ㘓政治資金┘ᰝேがసᡂした政治

資金┘ᰝሗ࿌書（ཎᮏ。しྍ。）を添࠼て支ሗ࿌書を提出しなければなりません。

࢘ ᑡ㢠領書等の㛤♧ไᗘ（法第１９条の１６）

ே௳㈝以外の経㈝のうち１௳１以ୗの支出にಀる領書等のし（以ୗ「ᑡ㢠領

書等のし」という。）については、要旨の公表の日から３ᖺ㛫、㛤♧ㄳồの対象と

なります。

なお、㏵୰でᅜ会㆟員関ಀ政治団体以外の政治団体になった場合においても、領書

等は３ᖺ㛫ಖᏑしなければなりません。

    ࠙ᑡ㢠領書等のしの㛤♧のᇶᮏ的なὶれࠚ

① 㛤♧ㄳồ書の提出

ᑡ㢠領書等のしを㛤♧ㄳồしようとする者は、総務大臣又は都道府県の選挙

管理委員会に対し㛤♧ㄳồ書を提出します。

② ᑡ㢠領書等のしの提出௧

㛤♧ㄳồを受けた総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、㛤♧ㄳồがᶒの

℃⏝又は公の⛛ᗎⱝしくはၿⰋの㢼にするとㄆめられる場合に該当するときを

㝖き、㛤♧ㄳồがあった日から１㸮日以内に、ᅜ会㆟員関ಀ政治団体の会計責任者

に対し、ᑡ㢠領書等のしの提出௧をします。

③ ᑡ㢠領書等のしの提出

ᅜ会㆟員関ಀ政治団体の会計責任者は、提出௧があった日からཎ則２㸮日以内

に、ᑡ㢠領書等のしを総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に提出します。（ὀ）

մ 㛤♧Ỵ定

総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、ᑡ㢠領書等のしの提出があった

日からཎ則３㸮日以内に㛤♧Ỵ定をし、㜀ぴ又はしの付の方法により㛤♧しま

す。

（ὀ）

・事務ฎ理ୖのᅔ㞴その正当な理由があるときは、提出ᮇ㝈のᘏ㛗をồめるこ

とができます。

・提出௧に㐪してᑡ㢠領書等のしの提出がないときは、そのᅜ会㆟員関

ಀ政治団体の名⛠・主たる事務所の所在地が公表されます。

・支ሗ࿌書とేせて提出されるே௳㈝以外の経㈝で１௳１を㉸࠼る支出に

ಀる領書等のしは、ሗ公㛤法または都道府県のሗ公㛤条にᇶ࡙く㛤

♧ㄳồの対象となります。
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Ⅲ 政治団体の設立・異動・解散

１ 届出先及び方法

政治団体に関する各種届出は、次の区分により提出することになります。

① 一の都道府県の区域において、主としてその活動を行う政治団体

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会

② 複数の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域以外に

おいて、主としてその活動を行う政治団体

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣

③ 政党及び政治資金団体

主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣

したがって、政治団体の各種の届出については、市町村の選挙管理委員会を経由することは

一切なく、窓口はすべて都道府県の選挙管理委員会となります。

なお、各種届出のうち、政治団体の設立届及び異動届については、郵送によることなく、文

書で直接届け出なければなりません。（法第６条第１項）

２ 届出の種類

政治団体には次のような届出が必要です。

届出方法等は、８ページ「政治団体の設立・異動・解散等の届出」を参照

（１）政治団体設立届（法第６条）

政治団体は、代表者・会計責任者・会計責任者の職務代行者を各１名選任し、「政治団体

設立届」により、組織又は政治団体となった日から７日以内に、規約・党則・綱領等政治団

体の目的・組織・運営に関して定めたもの等を添付して届け出なければなりません。

なお、会計責任者と会計責任者の職務代行者は兼任することができません。

また、政治団体は、設立届を提出した後でなければ、政治活動（選挙運動を含む。）のた

めに、寄附を受け又は支出をすることができません。（法第８条）

（２）資金管理団体指定届（法第１９条第２項、同条第４項）

公職の候補者は、資金管理団体の指定をした日から７日以内に、その旨届け出ることとさ

れています。

この場合、当該指定届に記載した事項が真正であることを誓う旨の宣誓書を添付しなけれ

ばなりません。

（３）届出事項の異動届（法第７条）

異動届は、政治団体の設立届により届け出たすべての事項が対象となり、異動の日から７

日以内に届け出なければなりません。

したがって、団体名、代表者、会計責任者等の変更はもとより、規約・会則などの添付書

類の内容に異動があった場合も、この異動届が必要となります。
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（４）資金管理団体届出事項の異動届（法第１９条第３項第３ྕ、同条第４項）

（３）の「異動届」を提出する団体が資金管理団体の場合で、資金管理団体指定届の記載

事項（公職の種類・資金管理団体の名⛠・主たる事務所の所在地・代表者のẶ名）に変更が

あるときは、異動の日から７日以内に「資金管理団体届出事項の異動届」の提出も必要とな

ります。

この場合、当該異動届に記載した事項が真正であることを誓う旨の宣誓書を添付しなけれ

ばなりません。

（㸳）政治団体解散届（法第１７条）

 政治団体の代表者及び会計責任者であった者が届け出る場合

政治団体が解散又は目的の変更等により政治団体でなくなったときは、代表者及び会

計責任者は、その日から３㸮日以内（ᅜ会㆟員関ಀ政治団体にあっては６㸮日以内）に

「政治団体解散届」と解散ᖺの１᭶１日（設立ᖺと解散ᖺが同一の場合は設立日（に

おいて同ࡌ。））から解散日までの「支ሗ࿌書」をేせて提出しなければなりません。

 政治団体のᮏ㒊がその支㒊の解散を届け出る場合

政治団体のᮏ㒊は、当該政治団体の支㒊が解散したときは、当該支㒊の代表者及び会

計責任者に代わって、その支㒊の解散を届け出ることができます。

この場合、政治団体のᮏ㒊は当該支㒊の代表者及び会計責任者に対し、解散を届け出

た旨の㏻▱をしなければなりません。（法第１８条第㸳項）

当該㏻▱を受けた支㒊の代表者及び会計責任者は、解散の日から３㸮日以内（ᅜ会㆟

員関ಀ政治団体にあっては６㸮日以内）に、解散ᖺの１᭶１日から解散日までの「支

ሗ࿌書」を提出しなければなりません。

࢘ 法第１７条第２項㐺⏝団体となった場合

法第１７条第２項㐺⏝団体（９ページ「２の（１）支ሗ࿌書の提出」を参照）とな

った場合、政治団体の⮬↛解散、⮬↛ᾘ⁛はㄆめられていないため、解散届を提出する必要

があります。

法第１７条第２項㐺⏝団体が解散する場合は、解散届とేせて、ᮍ提出分の支ሗ࿌

書と解散ᖺの１᭶１日から解散日までの支ሗ࿌書を提出しなければなりません。

（６）資金管理団体指定ྲྀᾘ届及び資金管理団体でなくなった旨の届

（法第１９条第３項第１ྕ及び第２ྕ、同条第４項）

資金管理団体の届出をした者は、資金管理団体の指定をྲྀりᾘした場合は「資金管理団体

ྲྀᾘ届」を、指定を受けた政治団体が解散した場合、指定の届出をした者が公職の候補者で

なくなった場合又は指定を受けた政治団体の代表者でなくなった場合、その団体が資金管理

団体にはなれない団体となった場合には「資金管理団体でなくなった旨の届」を、その事ᐇ

が⏕ࡌた日から７日以内に提出しなければなりません。

この場合、当該届に記載した事項が真正であることを誓う旨の宣誓書を添付しなければな

りません。
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記載例

様式 記載例
政党の
支部

その他の
政治団体

政党の
支部

その他の
政治団体

政党の
支部

その他の
政治団体

P30 ○ ○ ※２ ※２

P95 P31 ○ ※３

P96 P32 ○ ※４

P97 P33 ※５ ※５

P98 P34 ※６ ※６

P101 P36 ※７

○
※８

○
※８

記載例

宣誓書

○･･･ 必ず添付。
※1　内容不備の場合の便宜を図るため、持参提出してください。
※2　規約等の記載内容に異動がある場合は必要。
※3　本部の名称及び所在地、支部の名称に異動がある場合は必要。　
※4　支部の名称、所在地、活動区域に異動がある場合は必要。　
※5　国会議員関係政治団体の２号団体の要件に該当する場合は必要。

※7　国会議員関係政治団体の２号団体の要件に該当しなくなった場合は必要。
※8　国会議員関係政治団体に該当していた場合は、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書も必要。

長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡 長崎県選挙管理委員会

　長崎市尾上町３－１（長崎県庁行政棟４階市町村課内）

佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 県北地方書記室

　佐世保市木場田町３－25　（県北振興局企画振興課内）

島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室

　島原市城内１－1205　　　　（島原振興局総務課内）

五島市、南松浦郡 五島地方書記室　

　五島市福江町７－１　　　　（五島振興局総務課内）

壱岐市 壱岐地方書記室

　壱岐市郷ノ浦町本村触570　 （壱岐振興局総務課内）

対馬市 対馬地方書記室

　対馬市厳原町宮谷224　　 　（対馬振興局総務課内）

（TEL　0920-47-1111）

（TEL　0920-52-1311）

（TEL　095-824-1111）

（TEL　0956-23-4211）

（TEL　0957-63-0111）

（TEL　0959-72-2121）

解散年の収支報告書
（領収書等の写しを含む。）

国会議員関係政治団体に
該当する旨の通知

届出方法

政治団体（政党、政治資金団体、政策研究団体、特定パーティー開催団体を除く。）の届出

資　金　管　理　団　体　の　届　出

添
付
書
類

P37

資金管理団体でなくなった旨

指定取消の日から７日
以内

資金管理団体でなく
なった日から７日以内

下記届出事項の異動の
日から７日以内
・代表者の公職の種類
・団体の名称
・事務所所在地
・代表者の氏名

文書で提出

異動 指定取消

P39 P40

文書で提出

○○

P41

P29 P35

届出様式 P104 P105 P106

文書で提出

政党の状況に関する届

被推薦書

国会議員関係政治団体に
該当しなくなった旨の通知

政治団体の区分

届　出　先政治団体の事務所所在地

※6　被後援者の公職の種類が都道府県議会議員、知事、政令指定都市の長又は議員で、課税上の優遇措置の適用
　　を受ける場合は必要。

添付書類 ○ ○

届出区分

届出期限

設立

組織の日又は政治団体
になった日（国会議員
関係政治団体の２号団
体に該当する場合は※
６の通知を受けた日）
から７日以内

届出期限

届出方法

届出様式

届出区分

規約・会則・綱領等

支部証明書

※１

P102

異動

異動の日（国会議員関
係政治団体の２号団体
に該当する場合は※
５、２号団体に該当し
なくなった場合は※７
の通知を受けた日）か
ら７日以内

直接文書で(郵便不可）

P99

指定

指定の日から７日以
内

P38

P103

文書で提出

政治団体の設立・異動・解散等の届出

直接文書で(郵便不可）

P93

解散

解散又は政治団体でな
くなった日から30日以
内（国会議員関係政治
団体に該当していた場
合は60日以内）５

指定の日から７日
以内

記載例

様式 記載例
政党の
支部

その他の
政治団体

政党の
支部

その他の
政治団体

政党の
支部

その他の
政治団体

P30 ○ ○ ※２ ※２

P95 P31 ○ ※３

P96 P32 ○ ※４

P97 P33 ※５ ※５

P98 P34 ※６ ※６

P101 P36 ※７

○
※８

○
※８

記載例

宣誓書

○･･･ 必ず添付。
※1　内容不備の場合の便宜を図るため、持参提出してください。
※2　規約等の記載内容に異動がある場合は必要。
※3　本部の名称及び所在地、支部の名称に異動がある場合は必要。　
※4　支部の名称、所在地、活動区域に異動がある場合は必要。　
※5　国会議員関係政治団体の２号団体の要件に該当する場合は必要。

※7　国会議員関係政治団体の２号団体の要件に該当しなくなった場合は必要。
※8　国会議員関係政治団体に該当していた場合は、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書も必要。

長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡 長崎県選挙管理委員会

　長崎市尾上町３－１（長崎県庁行政棟４階市町村課内）

佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 県北地方書記室

　佐世保市木場田町３－25　（県北振興局企画振興課内）

島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室

　島原市城内１－1205　　　　（島原振興局総務課内）

五島市、南松浦郡 五島地方書記室　

　五島市福江町７－１　　　　（五島振興局総務課内）

壱岐市 壱岐地方書記室

　壱岐市郷ノ浦町本村触570　 （壱岐振興局総務課内）

対馬市 対馬地方書記室

　対馬市厳原町宮谷224　　 　（対馬振興局総務課内）

（TEL　0920-47-1111）

（TEL　0920-52-1311）

（TEL　095-824-1111）

（TEL　0956-23-4211）

（TEL　0957-63-0111）

（TEL　0959-72-2121）

解散年の収支報告書
（領収書等の写しを含む。）

国会議員関係政治団体に
該当する旨の通知

届出方法

政治団体（政党、政治資金団体、政策研究団体、特定パーティー開催団体を除く。）の届出

資　金　管　理　団　体　の　届　出

添
付
書
類

P37

資金管理団体でなくなった旨

指定取消の日から７日
以内

資金管理団体でなく
なった日から７日以内

下記届出事項の異動の
日から７日以内
・代表者の公職の種類
・団体の名称
・事務所所在地
・代表者の氏名

文書で提出

異動 指定取消

P39 P40

文書で提出

○○

P41

P29 P35

届出様式 P104 P105 P106

文書で提出

政党の状況に関する届

被推薦書

国会議員関係政治団体に
該当しなくなった旨の通知

政治団体の区分

届　出　先政治団体の事務所所在地

※6　被後援者の公職の種類が都道府県議会議員、知事、政令指定都市の長又は議員で、課税上の優遇措置の適用
　　を受ける場合は必要。

添付書類 ○ ○

届出区分

届出期限

設立

組織の日又は政治団体
になった日（国会議員
関係政治団体の２号団
体に該当する場合は※
６の通知を受けた日）
から７日以内

届出期限

届出方法

届出様式

届出区分

規約・会則・綱領等

支部証明書

※１

P102

異動

異動の日（国会議員関
係政治団体の２号団体
に該当する場合は※
５、２号団体に該当し
なくなった場合は※７
の通知を受けた日）か
ら７日以内

直接文書で(郵便不可）

P99

指定

指定の日から７日以
内

P38

P103

文書で提出

政治団体の設立・異動・解散等の届出

直接文書で(郵便不可）

P93

解散

解散又は政治団体でな
くなった日から30日以
内（国会議員関係政治
団体に該当していた場
合は60日以内）
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Ⅳ 政治団体の会計・経理及び収支報告書

１ 会計・経理

（１）会計帳簿の備付け及び記載、領収書等の徴収（法第９条、第１１条、第１９条の９）

政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体のすべての収入及び支出

並びに金銭等の運用に関する事項を正確に記載しなければなりません。

会計帳簿は「収入簿」「支出簿」「運用簿」に分け、総務省令で定められている項目ごと

にそれぞれ記帳することとされています。（様式等は４３ページを参照）

また、政治団体の会計責任者、政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該

政治団体のために支出をした者は、１件５万円以上のすべての支出（国会議員関係政治団体

にあっては１円以上のすべての支出）について、領収書その他の支出を証すべき書面を徴さ

なければなりません。

（２）会計責任者に対する明細書の提出（法第１０条）

政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、

又は支出をした者は寄附を受け、又は支出した日から７日以内に、政治団体のために寄附の

あっせんをした者及び政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをした者はそのあっせん

を終えた日から７日以内に、その明細書を会計責任者に提出しなければなりません。

（３）会計帳簿等の保存（法第１６条）

政治団体の会計責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書等を収支報告書の要旨が公表され

た日から３年間保存しなければなりません。

（４）政治資金の運用の規制（法第８条の３）

政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が受けた政治活動に関する寄附そ

の他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外で運用することはできません。

ア 銀行その他の金融機関への預金又は貯金

イ 国債証券、地方債証券、政府保証債券又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中

央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券の取得

ウ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の認可を受けた金融機関への

金銭信託で元本補てんの契約のあるもの

２ 収支報告書

（１）収支報告書の提出（法第１２条、第１９条の１０）

政治団体の会計責任者は、毎年１２月３１日現在で、当該政治団体に係るその年のすべて

の収入、支出、資産の状況等について、収支報告書を作成し、翌年３月末日（国会議員関係

政治団体にあっては翌年５月末日）までに、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員

会（複数の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域以外にお

いて主としてその活動を行う政治団体は、主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員

会を経由して総務大臣）に収支報告書を提出しなければなりません。
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たࡔし、提出ᮇ間が国政選挙のᮇ間にかかるሙ合は、提出ᮇ㝈は翌年４月末日（国会議員

関係政治団体にあっては翌年６月末日）までとなります。

また、提出の᭱終ᮇ㝈日がᅵ᭙日又は日᭙日であるሙ合は、その┤ᚋの月᭙日が提出ᮇ㝈

となります。

収支報告書は、政治団体である㝈り、毎年、提出ᮇ㝈までにᚲࡎ提出しなければなりませ

ん。

ア １年間を通じて収入及び支出がなかったሙ合でも、収支がなかったことを記載した収

支報告書を提出しなければなりません。

イ ２年間連⥆して提出ᮇ㝈までに収支報告書を提出しなかった団体については、当該提

出ᮇ㝈を経㐣した日以ᚋは、政治団体のタ❧のᒆけ出をしていない団体（任意団体）と

のために、寄附を受け又は支出をすることが（。ࡴ選挙運動をྵ）なされ、政治活動ࡳ

できなくなります。（この団体を「法第１７条第２項㐺用団体」といいます。）

なお、法第１７条第２項㐺用団体が、び政治活動のための収入及び支出をしࡼうと

するときは、ゎᩓのᡭ⥆きをしたうえで、᪂たに政治団体のタ❧のᡭ⥆きをするᚲ要が

あります。（７ページ「（５）政治団体ゎᩓᒆ」を参照）

収支報告書の提出方法等は、１１ページ「収支報告書の提出」を参照

ウ 収支報告書の提出をᛰったሙ合は、⨩๎の㐺用があります。

（２０ページ「ϭ 政治資金規正法の主な⨩๎」を参照）

（２）要旨の公表（法第２０条）

政治団体が毎年作成し、都道府県選挙管理委員会又は総務大臣に提出した収支報告書は、

都道府県ᒆ出の政治団体にあっては公報、総務大臣ᒆ出の政治団体にあってはᐁ報にࡼり、

収支報告書が提出された年の１１月末日までにその要旨が公表されます。

なお、上記の方法以外に、イࣥࢱーࢺࢵࢿを用その他㐺ษな方法にࡼる公表が可⬟であ

るため、本県では公報ではなく、選挙管理委員会の࣍ー࣒ページにおいて公表を行っていま

す。

（３）保存及び㜀ぴ等（法第２０条の２）

政治団体が提出した収支報告書は、収支報告書の要旨を公表した日から３年間保存され、

この間、ࡔれでも収支報告書の㜀ぴ又はしの付をㄳồすることができます。

㜀ぴሙ所又はしの付ㄳồඛは、都道府県ᒆ出の団体はྛ都道府県選挙管理委員会、総

務大臣ᒆ出の団体は総務省となります。

（４）政ඪຓ成法にᇶ࡙く政ඪの支㒊の支㒊報告書の提出等

支㒊政ඪ付金の支⤥を受けた政ඪの支㒊の会計責任者は、当該支㒊政ඪ付金をて又

は支㒊ᇶ金（政ඪຓ成法第１４条第２項に定めるᇶ金）を取りᔂしててる支出（「支㒊政

ඪ付金にࡼる支出」という。）等について、毎年１２月３１日現在で報告書（「㏵等報

告書」という。）を作成し、当該支㒊政ඪ付金を支⤥した本㒊又は他の支㒊の会計責任者

及び都道府県選挙管理委員会へ提出しなければなりません。
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　経常経費  　（人件費）

　　　〃　　 　　（光熱水費）

　　　〃　　 　　（備品・消耗品費）

　　　〃　 　　　（事務所費）

　政治活動費 （組織活動費）

　　〃　　 （選挙関係費）

　　〃　　 （機関紙誌の発行

　　　　　 　その他の事業費）

　　〃 　　（調査研究費）

　　〃　 　（寄附・交付金）

　　〃　 　（その他の経費）

○･･･ 必ず添付。
△･･･ 下記欄に該当する支出がある場合は必要。
×･･･ 提出不要。

長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡 長崎県選挙管理委員会書記室 （TEL　095-824-1111）

　長崎市尾上町３－１　（長崎県庁行政棟４階市町村課内）

佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 県北地方書記室 （TEL　0956-23-4211）

　佐世保市木場田町３－25　　（県北振興局企画振興課内）

島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室 （TEL　0957-63-0111）

　島原市城内１－1205　　　　（島原振興局総務課内）

五島市、南松浦郡 五島地方書記室　 （TEL　0959-72-2121）

　五島市福江町７－１　　　　（五島振興局総務課内）

壱岐市 壱岐地方書記室 （TEL　0920-47-1111）

　壱岐市郷ノ浦町本村触570　 （壱岐振興局総務課内）

対馬市 対馬地方書記室 （TEL　0920-52-1311）

　対馬市厳原町宮谷224　　 　（対馬振興局総務課内）

政治資金監査報告書 ○ × ×

１件１万円超

１件１万円超

１件１万円超 １件５万円以上

１件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上 １件５万円以上

１件５万円以上

×

１件１万円超 １件５万円以上 １件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上 ×

１件１万円超 １件５万円以上 ×

収　支　報　告　書　（全政治団体提出）

報告内容

△ △ △領収書等の写し

添
付
書
類

報告様式

P 55 ～ P 79 （記載例）
 ＊収支がない場合でも、様式（その１）、（その２）、（その17）、
　（その20）は必ず提出してください。
 ＊様式は毎年12月上・中旬頃に政治団体あて郵送しています。
 ＊政治団体においても、必ず控えを保存してください。

×

政治団体の区分 国会議員関係政治団体 資金管理団体 左記以外の政治団体

提出方法

　受付の際に収支報告書の訂正等をする場合がありますので、下記提出先へ
持参提出してください。
　なお、収支報告書の訂正には会計責任者の押印又は署名が必要となりま
す。

提　出　先政治団体の事務所所在地

収支報告書の提出

毎年12月31日現在のその年のすべての収支及び資産状況

×

提出期限
国会議員関係政治団体以外の政治団体：翌年３月末日まで
国会議員関係政治団体：翌年５月末日まで
 ＊提出期間が国政選挙期間にかかる場合は、上記期限の１月後が提出期限

１件１万円超 １件５万円以上 ×

＊様式は毎年12月に政治団体あて郵送しています。

77

　経常経費  　（人件費）

　　　〃　　 　　（光熱水費）

　　　〃　　 　　（備品・消耗品費）

　　　〃　 　　　（事務所費）

　政治活動費 （組織活動費）

　　〃　　 （選挙関係費）

　　〃　　 （機関紙誌の発行

　　　　　 　その他の事業費）

　　〃 　　（調査研究費）

　　〃　 　（寄附・交付金）

　　〃　 　（その他の経費）

○･･･ 必ず添付。
△･･･ 下記欄に該当する支出がある場合は必要。
×･･･ 提出不要。

長崎市、諫早市、大村市、西海市、西彼杵郡 長崎県選挙管理委員会書記室 （TEL　095-824-1111）

　長崎市尾上町３－１　（長崎県庁行政棟４階市町村課内）

佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡、北松浦郡 県北地方書記室 （TEL　0956-23-4211）

　佐世保市木場田町３－25　　（県北振興局企画振興課内）

島原市、雲仙市、南島原市 島原地方書記室 （TEL　0957-63-0111）

　島原市城内１－1205　　　　（島原振興局総務課内）

五島市、南松浦郡 五島地方書記室　 （TEL　0959-72-2121）

　五島市福江町７－１　　　　（五島振興局総務課内）

壱岐市 壱岐地方書記室 （TEL　0920-47-1111）

　壱岐市郷ノ浦町本村触570　 （壱岐振興局総務課内）

対馬市 対馬地方書記室 （TEL　0920-52-1311）

　対馬市厳原町宮谷224　　 　（対馬振興局総務課内）

政治資金監査報告書 ○ × ×

１件１万円超

１件１万円超

１件１万円超 １件５万円以上

１件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上 １件５万円以上

１件５万円以上

×

１件１万円超 １件５万円以上 １件５万円以上

１件１万円超 １件５万円以上 ×

１件１万円超 １件５万円以上 ×

収　支　報　告　書　（全政治団体提出）

報告内容

△ △ △領収書等の写し

添
付
書
類

報告様式

P 55 ～ P 79 （記載例）
 ＊収支がない場合でも、様式（その１）、（その２）、（その17）、
　（その20）は必ず提出してください。
 ＊様式は毎年12月上・中旬頃に政治団体あて郵送しています。
 ＊政治団体においても、必ず控えを保存してください。

×

政治団体の区分 国会議員関係政治団体 資金管理団体 左記以外の政治団体

提出方法

　受付の際に収支報告書の訂正等をする場合がありますので、下記提出先へ
持参提出してください。
　なお、収支報告書の訂正には会計責任者の押印又は署名が必要となりま
す。

提　出　先政治団体の事務所所在地

収支報告書の提出

毎年12月31日現在のその年のすべての収支及び資産状況

×

提出期限
国会議員関係政治団体以外の政治団体：翌年３月末日まで
国会議員関係政治団体：翌年５月末日まで
 ＊提出期間が国政選挙期間にかかる場合は、上記期限の１月後が提出期限

１件１万円超 １件５万円以上 ×
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Ⅴ 寄附に関する制限
寄附とは、金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履

行としてされるもの以外のものをいいます。（法第４条第３項）

ただし、法人その他の団体の支出する党費又は会費は、寄附とみなされます。（法第５条第

２項）

政治資金規正法は、政治資金の集め方に節度をもたせるために、政治団体に対する寄附につ

いて制限しており、寄附の公開（収支報告書へ記載する）基準は、個人、法人その他の団体、

政治団体すべて５万円を超える額（５０，００１円以上）となります。

また、公職選挙法においても、選挙の公正確保、金のかからない政治の実現のために、特定

の寄附あるいは公職の候補者や後援団体等に関する寄附について制限を設けています。

１ 政治資金規正法による制限

（１）会社等の寄附禁止

ア 会社、労働組合、職員団体等の団体（以下「会社等」という。）は、政党、政党の支

部及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をすることができません。

（法第２１条第１項、同条第４項）

ここでいう会社等には、文化団体、同窓会などの団体も含まれます。

会社等が行う寄附には、選挙運動に関する寄附及び金銭等以外の物品による寄附等も

含まれており、例外なく禁止されています。

イ 何人も会社等に対して、政治活動に関する寄附（政党、政党の支部及び政治資金団体

に対するものを除く。）をすることを勧誘し、又は要求することはできません。（法第

２１条第３項）

ウ 会社等が負担する党費又は会費は「寄附」とみなされるため、政党、政党の支部及び

政治資金団体以外の政治団体の党費又は会費を負担することはできません。

（２）政治家個人に対する寄附禁止

ア 政治家個人の政治活動に関しての寄附は、政党がする寄附を除いて禁止されています。

ただし、選挙運動に関する寄附及び金銭等以外の物品等による寄附は禁止の対象外とな

っています。（法第２１条の２）

よって、政治家個人の後援会であっても、選挙運動に関するものを除き、その政治家

本人への金銭等による寄附は禁止されることになります。

イ 会社等が行う寄附は、政治家個人に対しても上記（１）のとおり一切禁止されていま

す。

（注）ここでいう“選挙運動に関する寄附”とは選挙運動期間中に限らず、公職の

候補者の選挙運動に対し寄附することをいいます。
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（３）寄附の㔞ⓗ制限（法第２１条の３、第２２条）

寄附の㔞ⓗ制限とは、政治活動に関して一の寄附者がᖺ間に寄附することのできる金額に

ついての制限で、寄附の⥲ᯟ制限と個ู制限があります。

なお、選挙運動に関する寄附も制限の対象となること、金銭等以外の財産上の利益につい

ても౯にぢ✚もった金額により制限の対象になること、制限の対象となる政治団体につい

ては本部࣭支部を㏻ࡌて一体であることに注ពを要します。

政治活動に関する寄附は、ᖺ間（ᬺᖺ）を㏻ࡌてḟにᥖࡆる額を超えてはならないことに

なっています。

ア ⥲ᯟ制限（一の寄附者ができる寄附のᖺ間限度額）

ձ 個人のする寄附

۔ 政党࣭政治資金団体に対する寄附͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐２，０００万円

۔      政治家࣭その他の政治団体に対する寄附͐͐͐͐͐͐͐͐１，０００万円

ղ 会社等のする寄附

۔ 政党࣭政治資金団体に対する寄附

資本金࣭組合員ᩘ等にᛂࡌて、㸵５０万円から１൨円まで

イ 個ู制限（一の寄附者から同一のཷ㡿者への寄附のᖺ間限度額）

ձ 個人のする寄附

۔ 政党࣭政治資金団体に対する寄附͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐個ู制限なし

۔ 政治家（選挙運動に関する寄附及び金銭等以外の物品等による寄附に限る。）に対する寄附͐͐１５０万円

۔ その他の政治団体に対する寄附͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐１５０万円

ͤ 政治家個人が⮬らの資金⟶⌮団体に対してする寄附は個ู制限なし。

ղ 会社等のする寄附

۔ 政党及び政治資金団体に対する寄附͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐個ู制限なし

ճ その他の政治団体のする寄附

۔ その他の政治団体に対する寄附͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐５，０００万円

ͤ 政治家の後援会が、その政治家の選挙༊ෆのものに寄附することは（政党その他の

政治団体、その政治家の選挙運動に関する寄附及び金銭等以外の物品等による寄附を

除き）公職選挙法により禁止されています。

ウ ⥲ᯟ制限及び個ู制限のないもの

ձ 特定寄附

特定寄附とは、政治家が政党からཷけた政治活動に関する寄附の部又は一部を⮬

らの資金⟶⌮団体へ寄附することです。

ղ 㑇㉗によってする寄附
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寄附者 政党

 受領者

※選挙運動に
 対し150万円

年間
 150万円 年間

年間 5,000万円

 150万円

　※金銭等は選挙運動に限られる。（限度額には物品を含む。）

 労働組合又は職員団体のする 会社、労働組合又は職員団体以外の
 寄附の限度額  団体のする寄附の限度額

  10億円未満 　 5万人未満      2千万円未満

  10億円以上～  50億円未満    5万人以上～  10万人未満      2千万円以上～     6千万円未満

  50億円以上～ 100億円未満   10万人以上～  15万人未満      6千万円以上～     8千万円未満

 100億円以上～ 150億円未満   15万人以上～  20万人未満      8千万円以上～ 1億円未満

 150億円以上～ 200億円未満   20万人以上～  25万人未満  1億円以上　　　～ 1億 2千万円未満

 200億円以上～ 250億円未満   25万人以上～  30万人未満  1億 2千万円以上～ 1億 4千万円未満

 250億円以上～ 300億円未満   30万人以上～  35万人未満  1億 4千万円以上～ 1億 6千万円未満

 300億円以上～ 350億円未満   35万人以上～  40万人未満  1億 6千万円以上～ 1億 8千万円未満

 350億円以上～ 400億円未満   40万人以上～  45万人未満  1億 8千万円以上～ 2億円未満

 400億円以上～ 450億円未満   45万人以上～  50万人未満  2億円以上　　　～ 2億 2千万円未満

 450億円以上～ 500億円未満   50万人以上～  55万人未満  2億 2千万円以上～ 2億 4千万円未満

 500億円以上～ 550億円未満   55万人以上～  60万人未満  2億 4千万円以上～ 2億 6千万円未満

 550億円以上～ 600億円未満   60万人以上～  65万人未満  2億 6千万円以上～ 2億 8千万円未満

 600億円以上～ 650億円未満   65万人以上～  70万人未満  2億 8千万円以上～ 3億円未満

 650億円以上～ 700億円未満   70万人以上～  75万人未満  3億円以上　　　～ 3億 2千万円未満

 700億円以上～ 750億円未満   75万人以上～  80万人未満  3億 2千万円以上～ 3億 4千万円未満

 750億円以上～ 800億円未満   80万人以上～  85万人未満  3億 4千万円以上～ 3億 6千万円未満

 800億円以上～ 850億円未満   85万人以上～  90万人未満  3億 6千万円以上～ 3億 8千万円未満

 850億円以上～ 900億円未満   90万人以上～  95万人未満  3億 8千万円以上～ 4億円未満

 900億円以上～ 950億円未満   95万人以上～ 100万人未満  4億円以上　　　～ 4億 2千万円未満

 950億円以上～1000億円未満  100万人以上～ 105万人未満  4億 2千万円以上～ 4億 4千万円未満

1000億円以上～1050億円未満  105万人以上～ 110万人未満  4億 4千万円以上～ 4億 6千万円未満

1050億円以上～  110万人以上～  4億 6千万円以上～ １億円　

5,000

5,500

750

1,500

3,000

3,500

4,000

4,500

6,000

6,300

6,600

6,900

9,600

9,900

9,000

9,300

7,200

7,500

7,800

8,100

8,400

8,700

等により年間

個 人 会 社 ・ 労 組 等 政 治 団 体

総 金 額 の
限 度 額

総 枠 制 限 個 別 制 限個 別 制 限
総枠
個別
制限

同一者への
限 度 額

制

限

な

し

（組合員又は構成員の数）

 1,000万円

同一者への
限 度 額

制限なし

※選挙運動に対し制限なし

総 金 額 の
限 度 額

年間

総金額の限度額

資本金・組合員数

制限なし

政党・政治資
金団体に対す
る寄附(万円)

総 枠 制 限総 枠 制 限 個 別 制 限

 2,000万円
 750万円～1億円

同一者への
限 度 額

制 限 な し

禁 止

寄 附 の 量 的 制 限

会 社 ・ 労 組 等 の 規 模 別 寄 附 総 枠

制限なし

（前年における年間の経費の額）

政党・政治資金団体

公 職 の 候 補 者 等

資 金 管 理 団 体

その他の政治団体

会社のする寄附の限 度額
（資本又は出資の金 額）

年間
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Ａ枠 Ａ枠

政党・政治資金団体に
対する寄附の総枠

政党・政治資金団体に
対する寄附の総枠

資本金・構成員の
数等に応じて

Ｂ枠

年間合計

1,000万円以内

Ａ枠 Ａ枠

政党・政治資金団体に
対する寄附の総枠

政党・政治資金団体に
対する寄附の総枠

資本金・構成員の
数等に応じて

年間合計

1,000万円以内

個

人

個

人

企
業
・
労
働
組
合
等

※　個人からの寄附のうち、公職の候補者が自らの資金管理団体に対してするもの及び遺贈によるものについては、特例がある。

個

人

企
業
・
労
働
組
合
等

その他の政治団体・
公職の候補者に
対する寄附の総枠

年間合計
2,000万円以内

年間合計
750万円以内～
　　　１億円以内

その他の政治団体・
公職の候補者に
対する寄附の総枠

一切禁止

一切禁止

（総枠制限なし）

【金銭等】・・・選挙運動に関するもののみ寄附できる。

年間合計
2,000万円以内

Ｂ枠

年間合計
750万円以内～
　　　１億円以内

総枠の範囲内で
個別制限なし

その他の政治団体

資金管理団体

政 党

年間１５０万円
以内

総枠の範囲内で
個別制限なし

年間１５０万円
以内

一切禁止

政党・政治団体への政治資金の流れについて

政党以外の政治団体

政 党

政治家個人
（公職の候補者）

個
別
制
限

及
び
総
枠

制
限
な
し

年間１５０万円
以内

政治家個人への政治資金の流れについて

個
別
制
限

及
び
総
枠

制
限
な
し

金銭等
物品等

物品等
【金銭等】 物品等

【金銭等】

政 党
（支部を含む）

政治団体間の政治資金の流れについて

その他の政治団体
（資金管理団体を含む。）

政治資金団体

その他の政治団体
（資金管理団体を含む。）

量的制限なし

量
的
制
限

な
し

一切禁止

年間 5,000万円以内

政治資金団体
総枠の範囲内で
個別制限なし

総枠の範囲内で
個別制限なし

量
的
制
限

な
し

一切禁止
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（４）寄附の㉁ⓗ制限（法第２２条の３）

ア 特定会♫等の寄附の⚗Ṇ

① 国又はᆅ方公ඹ団体から補ຓ金、負担金、利Ꮚ補⤥金そのの⤥金（ヨ㦂研究、ㄪᰝ又

は⅏ᐖᪧに係るものそのᛶ㉁上利┈をకわないもの及び政党ຓ成法第３条第１㡯

のつ定による政党金を除く。）のỴ定を受けた会♫等は、そのỴ定の通

知を受けた᪥から１年を経㐣する᪥までの㛫、政治活動に関する寄附をすることはで

きません。

② 国又はᆅ方公ඹ団体から資ᮏ金、ᇶᮏ金そのこれらに‽ずるものの㒊又は一㒊

の出資又は拠出を受けている会♫等は、出資又は拠出を受けている㛫、政治活動に関

する寄附をすることはできません。

ճ 何人も、上グに㐪反してされる寄附であることを知りながら、その者に対して、政

治活動に関する寄附をすることを່ㄏし、要ồしてはなりません。

また、上グに㐪反してされる寄附であることを知りながら、これを受けることはで

きません。

 ㉥Ꮠ会♫の寄附の⚗Ṇ（法第２２条の４）

３事ᴗ年ᗘ以上にわたり⥅⥆してḞᦆを⏕ࡌている会♫は、そのḞᦆがうめられるま

での㛫、政治活動に関する寄附をすることはできません。

また、上グに㐪反してされる寄附であることを知りながら、これを受けることはでき

ません。

࢘   外国人等から寄附の受㡿の⚗Ṇ（法第２２条の㸳）

何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人ⱝしくは外国法人である団

体等から政治活動に関する寄附を受けることはできません。

たࡔし、主たる構成員が外国人又は外国法人である᪥ᮏ法人のうち上場会♫であって、

そのⓎ⾜するᰴᘧが金⼥ၟရྲྀᘬ所において㸳年以上⥅⥆して上場されている者がする

寄附については、この限りではありません。

この場合、寄附をする者は上グ法人である旨を、ᩥ書で、寄附を受ける者に通知しな

ければなりません。

࢚ 人名義・༏名寄附の⚗Ṇ（法第２２条の㸴）

何人も、ᮏ人名義以外の名義又は༏名で、政治活動に関する寄附をすることはできま

せん。

たࡔし、次の３要⣲てをたす༏名寄附（「政党༏名寄附」という。）については、

⚗Ṇされていません。

◎ ⾤㢌又は一⯡に公㛤されるㅮ₇会、㞟会なの会場においてなされるもの

◎ 政党又は政治資金団体に対してする寄附

◎ １件当たりの寄附が１㸪㸮㸮㸮以下のもの

また、上グに㐪反してされる寄附であることを知りながら、これを受けることはでき

ません。
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（㸳）寄附のあっせんに関する制限（法第２２条の㸵）

ア 寄附のあっせんに係るጾᅽⓗ⾜Ⅽの⚗Ṇ

何人も、政治活動に関する寄附のあっせんをする場合、┦手方に対しᴗົ、㞠用その

の関係又は⤌⧊のᙳ㡪ຊを利用してጾᅽする等、当にその意思をᣊ᮰するような方

法で、当該寄附のあっせんに係る⾜Ⅽをすることはできません。

 寄附をしようとする者の意思に反するࣇ࢜・ࢡࢵ࢙ࢳの⚗Ṇ

政治活動に関する寄附のあっせんをする者は、寄附をしようとする者の意思に反して、

その者の㈤金、ᕤ㈤、下ㄳ代金そのᛶ㉁上これに㢮するものからの控除による方法で、

寄附を㞟めることはできません。

（㸴）公ົ員等のᆅ利用による関等の制限（法第２２条の㸷）

    国ⱝしくはᆅ方公ඹ団体の一⯡職の公ົ員又は特定⊂立⾜政法人の職員は、そのᆅを

利用して、政治活動に関する寄附をồめたり、寄附を受けたり、の者がする政治活動に

関する寄附に関することは⚗Ṇされています。

また、政治資金࣮ࢸ࣮ࣃの対౯の支ᡶいに関しても、ྠᵝの制限があります。

２ πᎰᢠਫ法にǑるСᨂ

政治活動（選挙運動をྵむ。）に関する寄附については、政治資金つ正法による制限のか

に公職選挙法（以下「公選法」という。）による制限があり、その内容はおおむࡡ次のとおり

です。

（１）ㄳ負等の当事者の寄附の⚗Ṇ（公選法第１㸷㸷条）

国政選挙に関しては国と、ᆅ方公ඹ団体の選挙に関しては当該ᆅ方公ඹ団体と、次の関係

にある者は、当該選挙に関し寄附をすることができません。

   ア ㄳ負その特別の利┈をకうዎ⣙の当事者は、ዎ⣙の当事者である㛫、寄附をするこ

とができません。

 金⼥ᶵ関等から利Ꮚ補⤥の対象となっている⼥資（ヨ㦂研究、ㄪᰝ及び⅏ᐖᪧに係

るものを除く。）を受けている会♫そのの法人は、金⼥ᶵ関等が利Ꮚ補⤥金のの

Ỵ定の通知を受けた᪥から、利Ꮚ補⤥金の額のがした᪥から㉳⟬して１年を

経㐣した᪥までの㛫、寄附をすることはできません。

会♫等が、国又はᆅ方公ඹ団体から、直接、利Ꮚ補⤥金のを受けている場合は、

１㸴（４）ࢪ࣮࣌のアの①の政治資金つ正法の制限を受けますが、会♫等が、国又はᆅ

方公ඹ団体から利Ꮚ補⤥を受けている金⼥ᶵ関等から、利Ꮚ補⤥に係る⼥資を受けてい

る場合は、公選法の制限を受けることになります。

  （２）公職の候補者等の寄附の⚗Ṇ（公選法第１㸷㸷条の２）

公職の候補者等（候補者となろうとする者もྵむ。）は、当該選挙༊内にある者に対し、

いかなる名義をもってするをၥわず、寄附をすることはできません。候補者名義の寄附もྠ

ᵝに⚗Ṇされています。

たࡔし、次にᥖࡆる場合は、外として⚗Ṇされていません。
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ア 政党そのの政治団体又はその支㒊に対する場合

たࡔし、政治団体がその公職の候補者の後援団体（資金⟶理団体を除く。）である

場合は、選挙ᮇ᪥までの一定ᮇ㛫（注）は寄附をすることが⚗Ṇされています。

また、⮬ศの後援団体の寄附も、特定寄附を除き、㔞ⓗ制限がありますので注意

してくࡔさい。（１４ࢪ࣮࣌をཧ↷）

 公職の候補者等のぶ᪘に対してする場合

ぶ᪘とは、㸴ぶ等内の⾑᪘、㓄അ者及び３ぶ等内のጻ᪘をいいます。

࢘ 公職の候補者等が、ᑓら政治上の主義又は策をᬑ及するために⾜うㅮ⩦会その

の政治ᩍ⫱のための㞟会に関し、必要ࡸむを得ない実費の補ൾ（ཧຍ者がㅮ⩦会等に

ཧຍするための᭱ᑠ限ᗘ必要な᪑費等をいい、㣗事についての実費の補ൾを除く。）

としてする場合

たࡔし、次にᥖࡆるものは外とはならないため⚗Ṇされます。

① ཧຍ者に対して㤫ᛂ接ᚅ（㣗事の提౪もྵむ。）が⾜われるようなもの

② 選挙༊外において⾜われるもの

ճ 選挙ᮇ᪥までの一定ᮇ㛫（注）に⾜われるもの

ͤ ♫の⠊ᅖ内で、⨩๎の適用がないものに次のようなものがあります。（公選法第２４

㸷条の２）

◎ ⤖፧ᢨ㟢ᐗ⮬ら出ᖍした場合の⚃

代理出ᖍは名義人の寄附となり、⚃の事前も⨩๎をもって⚗Ṇされます。

◎ ⴿᘧ⮬ら出ᖍした場合の㤶

金㖹に限られ、ⰼ㍯・౪ⰼは⨩๎をもって⚗Ṇされます。

（３）後援団体に関する寄附等の⚗Ṇ（公選法第１㸷㸷条の㸳）

ア 後援団体は、当該選挙༊内にある者に対し、いかなる名義をもってするをၥわず、

寄附をすることができません。たࡔし、次にᥖࡆる場合は、外として⚗Ṇされていま

せん。

① 政党そのの政治団体ⱝしくはその支㒊に対する寄附

② 当該公職の候補者等に対する寄附

ճ 後援団体がそのタ立┠ⓗにより⾜う⾜事又は事ᴗに関する寄附

たࡔし、次にᥖࡆるものは外とはならないため⚗Ṇされます。

◎ ⰼ㍯・౪ⰼ・㤶・⚃そのこれらに㢮するものを出すこと。

◎ 選挙ᮇ᪥までの一定ᮇ㛫（注）に⾜われるもの。

公選法上の後援団体は、いわࡺる後援会よりもᗈいᴫᛕで、ᩥ 団体、ປാ団体等が、

ある選挙について特定の候補者を支持し、それが当該団体の政治活動のうち主たるもの

である場合には、後援団体ということになります。

 何人も、後援団体の⥲会そのの㞟会（後援団体を⤖成するための㞟会をྵむ。）又

は後援団体が⾜うぢᏛ、᪑⾜そのの⾜事において、選挙ᮇ᪥までの一定ᮇ㛫（注）、当

該選挙༊内にある者に対し、㤫ᛂ接ᚅをし、又は金㖹ⱝしくはグᛕရそのの≀ရを౪

することができません。これは、公職の候補者等の⾜Ⅽࡔけを⚗Ṇするものでなく、

何人によってなされるものも⚗Ṇするものです。
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࢘ 公職の候補者等は、選挙ᮇ᪥までの一定ᮇ㛫（注）、⮬ศの後援団体に対し寄附をする

ことができません。

たࡔし、公職の候補者等が⮬ศの資金⟶理団体に上グのᮇ㛫中、寄附をすることは⚗

Ṇされていません。

（注）「一定ᮇ㛫」（公選法第１㸷㸷条の㸳第４㡯）

①⾗議㝔議員⥲選挙…「௵ᮇ‶の᪥前㸷㸮᪥㹼選挙ᮇ᪥」又は「ゎᩓ᪥の⩣᪥㹼選挙ᮇ᪥」

②ཧ議㝔議員通ᖖ選挙…「௵ᮇ‶の᪥前㸷㸮᪥㹼選挙ᮇ᪥」

ճᆅ方公ඹ団体の選挙…「௵ᮇ‶の᪥前㸷㸮᪥㹼選挙ᮇ᪥」、௵ᮇ‶による選挙以外の

選挙の場合にあっては「選挙事⏤Ⓨ⏕の旨の告♧᪥の⩣᪥㹼選挙ᮇ᪥」

մ補Ḟ選挙、選挙…「選挙事⏤Ⓨ⏕の旨の告♧᪥の⩣᪥㹼選挙ᮇ᪥」

（４）公職の候補者等の関係会♫等の寄附の⚗Ṇ（公選法第１㸷㸷条の３）

公職の候補者等がそのᙺ職員又は構成員である会♫そのの法人又は団体は、当該選挙༊

内にある者に対し、いかなる名義をもってするをၥわず、公職の候補者等の氏名を表♧し又

は㢮推されるような方法で寄附をすることができません。

たࡔし、政党そのの政治団体又はその支㒊に対し寄附をする場合は除きます。

（㸳）候補者等の氏名等をෙした団体の寄附の⚗Ṇ（公選法第１㸷㸷条の４）

公職の候補者等の氏名が表♧され又はその氏名が㢮推されるような名⛠が表♧されてい

る会♫そのの法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙༊内にある者に対し、いかなる

名義をもってするをၥわず、寄附をすることができません。

たࡔし、政党そのの政治団体又はその支㒊に対して寄附をする場合は除きます。

えば、「ᰴᘧ会♫⏥㔝ኴ㑻ၟᗑ」（公職の候補者等の氏名が⏥㔝ኴ㑻）のようなものを

いい、前グ（４）の団体は⚗Ṇされる方法以外の方法で寄附をすることができますが、（㸳）

の団体はいかなる方法をもってしても寄附をすることができません。

また、前グ（４）の団体はᮇをၥわず寄附をすることができませんが、（㸳）の団体は

「当該選挙に関し」寄附することができません。
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ò ፘЩ等

Ძ ᙹദ法のɼƳፘЩ

法はつ制が正しくᒚ⾜されるように、担ಖとして⨩๎をつ定しており、主なものをᥖࡆると

次のとおりです。（法第２３条㹼第２㸴条の㸵）

㐪 反 の 内 容 ⨩ ๎

↓届団体の寄附の受㡿又は支出の⚗Ṇ㐪反 㸳年以下の⚗㘑又は１㸮㸮以下の⨩金

会ィฎ理に関する㐪反

・会ィᖒ⡙のഛけ及びグ㍕義ົ㐪反

・᫂⣽書の提出及びグ㍕義ົ㐪反

・㡿書等のᚩ義ົ㐪反

・会ィᖒ⡙等のಖᏑ義ົ㐪反

・会ィᖒ⡙等のഇグධ

・会ィ㈐௵者の事ົᘬ⥅㐪反

・支ሗ告書等のゞ正௧㐪反  等

３年以下の⚗㘑又は㸳㸮以下の⨩金

支ሗ告書等に関する㐪反

・支ሗ告書等の提出㐜ᛰ

・支ሗ告書等のグ㍕義ົ㐪反

・支ሗ告書等のഇグධ

・政治資金┘ᰝሗ告書の提出義ົ㐪反 等

㸳年以下の⚗㘑又は１㸮㸮以下の⨩金

会♫等の寄附の制限㐪反

政治家の政治活動に関する寄附の⚗Ṇ㐪反

１年以下の⚗㘑又は㸳㸮以下の⨩金

寄附の㔞ⓗ制限㐪反 １年以下の⚗㘑又は㸳㸮以下の⨩金

寄附の㉁ⓗ制限㐪反 ３年以下の⚗㘑又は㸳㸮以下の⨩金

寄附のあっせんに関する制限㐪反 㸴᭶以下の⚗㘑又は３㸮以下の⨩金

ͤ公選法による寄附の制限㐪反についても、公選法により⨩๎のつ定があります。

２ πൟೌのͣഥ

法に定める⨥を≢した者は、下グのᮇ㛫、公民権（公選法につ定する選挙権及び被選挙権）

がṆされます。（法第２８条）

ア ⚗㘑ฮにฎせられた者

ุが確定した᪥からฮのᇳ⾜を⤊わるまでの㛫とその後㸳年㛫

 ⨩金ฮにฎせられた者

ุが確定した᪥から㸳年㛫

࢘ これらのฮのᇳ⾜⊰ணのゝいΏしを受けた者

ุが確定した᪥からฮのᇳ⾜を受けることがなくなるまでの㛫

なお、法の㐪反によりその公民権をṆされる場合においては、あわせて選挙運動も⚗

Ṇされます。
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ó Ʊ税

Ძ ̾人の寄附に対する税の優遇措置

議会制民主主義は、国民主権の原理の下で、国民の代表として、国民の負託を受けた議会の

議員を直接の担い手として運営される政治形態です。この議会制民主政治において、国民の意

思をより正確に反映していくためには、政治の直接の担い手である政治家の政治活動に要する

経費も、それを支持する国民個々人が拠出する寄附によってまかなわれるのが望ましい姿とい

えます。

こうしたことから、その実現にむけて個人からの寄附を奨励するための措置の一つとして、

租税特別措置法により、個人寄附に係る税制上の優遇措置があります。

（１）優遇措置の内容（法第３２条の４、租税特別措置法第４１条の１８）

個人が拠出した政治活動に関する寄附のうち一定の要件に該当するものについては、寄附

金控除（所得控除）の対象となっていますが、そのうち、政党及び政治資金団体に対する寄

附については、政党等寄附金特別控除（税額控除）の対象にもなり、確定申告において所得

控除と税額控除のいずれか有利な方を選択することができます。

（２）優遇措置の要件

個人寄附であれば、すべて優遇措置が受けられるわけではなく、アの①又は②の要件に該

当することが必要です。

ア 適用の対象

① 次の政治団体に対してする寄附であること。

◎ 政党、政治資金団体

◎ 国会議員が主宰し、又はその主要な構成員が国会議員である政策研究団体等・

国会議員氏名届を提出している団体であること。

◎ 特定の公職の候補者（国会議員、県知事、県議会議員、指定都市の長及び議員）

の後援団体

・国会議員の後援団体は「国会議員関係政治団体（２号団体）に該当する旨の

通知」を提出している団体であること。

・国会議員以外の後援団体は「被推薦書」を提出している団体であること。

（注）

・特定の公職の候補者の後援団体のうち、現職でない者の後援団体に対する寄

附については、立候補した年とその前年中にされた寄附に限られます。

・現職が落選した場合は、現職であった年までが対象となります。

・候補者になろうとする者が、何らかの事情で立候補しなかった場合は対象と

なりません。

② 特定の公職の候補者の選挙運動に関する寄附であること。
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 支ሗ告書のグ㍕

政治団体がẖ年１２᭶３１᪥現ᅾでస成し、提出する支ሗ告書又はゎᩓの㝿に提出

する支ሗ告書、候補者が公選法のつ定により一定ᮇ㛫内に提出する選挙運動に関する

支ሗ告書の中に、優遇措置の適用を受けようとする寄附者の氏名、ఫ所、職ᴗ、寄附

の金額及び年᭶᪥がグ㍕されていることが必要です。

政治団体が提出する支ሗ告書には年㛫㸳を㉸える寄附、候補者の選挙運動に関

する支ሗ告書には１件１を㉸える寄附について、寄附者の氏名、ఫ所、職ᴗ、寄

附の金額及び年᭶᪥をグ㍕することが義ົ࡙けられていますが、優遇措置を受けようと

する寄附者については、たとえ、これ以下の金額であっても支ሗ告書に氏名等がグ㍕

されていることが必要です。

࢘ 「寄附金（税額）控除のための書㢮」を提出し、確ㄆを受けていること

適用を受けようとする者は、政治団体又は特定の公職の候補者から、都㐨ᗓ県の選挙

⟶理ጤ員会（⥲ົ⮧届出の政治団体にあっては⥲ົ⮧、都㐨ᗓ県の選挙⟶理ጤ員会

の届出の団体にあっては当該選挙⟶理ጤ員会）の確ㄆを受けた「寄附金（税額）控除の

ための書㢮」（８㸮ࢪ࣮࣌をཧ↷）を受㡿し、㡿書とともに税ົ⨫に確定申告をしな

ければなりません。（手⥆きのὶれは次ࢪ࣮࣌ཧ↷）

（３）適用除外

（２）の要件をすべて‶たすものであっても、次の場合には優遇措置が適用されないこと

となっています。

ア 法のつ定に㐪反するもの

個人寄附の⥲ᯟ制限ࡸ個別制限を㉸えてなされた寄附、人名義の寄附等、法のつ定

に㐪反するものは寄附金控除の対象から除かれます。

 寄附者に特別の利┈が及ࡪ場合

えば、公職の候補者が⮬ᕫの資金⟶理団体ࡸ後援会に寄附した場合ࡸ、候補者がお

いに┦手方の後援会に対し寄附をしあう場合等が⪃えられますが、のようなࢫ࣮ࢣ

が該当するかは、個別のࢫ࣮ࢣにᛂࡌて税ົ⨫でุ᩿されます。

２ 法人等の寄附に対する税の優遇措置

法人が政治団体に対し、その政治活動に関して寄附を⾜った場合、税制上特ẁの優遇措置は

とられていませんが、の寄附金と合⟬して寄附金のᦆ金⟬ධ限ᗘ額の⠊ᅖ内でᦆ金⟬ධの対

象となります。
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３ 政治団体に対する課税

政治団体は、その収入のほとんどを寄附収入と事業収入に依存しており、政治団体のこれら

の収入については非課税措置が適用されていますが、これは、政治団体が政治活動を行うこと

を目的として設立され、議会制民主主義の下で政治活動の中心的担い手として、その得た収入

を政治活動に消費することを前提としたものです。

したがって、これに反し、その得た収入を政治活動以外のために消費するような場合につい

ては、課税の対象となりますし、また、政治団体が得た収入をその構成員で分配するなどした

場合については、その受取者において課税されることとなります。

なお、消費税は、政治団体が購読料等の対価を得て機関紙誌を発行する場合には課税されま

す。

４ 政治家個人に対する課税

政治家個人の収入は、歳費等の給与所得、預金利子等のその他の所得と政治活動に関して受

けた政治資金等の雑所得があり、これらは通算して所得税の課税対象とされますが、政治資金

に係る雑所得の計算では、政治資金に係る収入から政治活動のための費用を控除し、残余があ

る場合に、それが雑所得として課税の対象となります。

ただし、雑所得に係る赤字は、他の種類の所得の黒字と損益通算ができないこととなってい

ますので、政治資金に係る雑所得の計算上赤字（政治活動に要した費用の方が政治資金として

受けた収入より多い場合）が生じても他の所得からその分を差し引くことはできません。

なお、選挙運動に関して受けた収入で、選挙運動に関する収支報告書により報告がなされて

いるものについては課税されません。
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Ⅷ 政治資金パーティー
政治資金パーティーとは、ࠕ対価（㈝）をᚩして行われるദ≀で、当該ദ≀の対価に係

るධの金㢠から当該ദ≀にせする⤒㈝の金㢠をᕪしᘬいたṧ㢠を、当該ദ≀を㛤ദした者又

はその者௨እの政治άື（㑅ᣲ㐠ືをྵࡴ。）に関し支ฟすることとされているものࠖをいい

ます。（法第８条の２）

したがって、㈝を集めて行うദ≀、ࠕࡤ࠼ᛀᖺࠖࠕ᪂ᖺࠖۑۑࠕさんのڧڧを⚃う

ࠖな、いかなるྡ⛠、㈝金㢠のᑠを問わず、参加者がᐇ㈝を㈇ᢸして行われるもの（

┈をあࡆて、それを政治άືのために支ฟすることを┠ⓗとしないもの）は、ࠕ政治資金パー

ティーࠖといいません。

また、一の政治資金パーティーの対価に係るධのうࡕ、ྠ一の者から２㸮を㉸࠼る対

価の支払があった場合ࡸ、ྠ一の者によって２㸮を㉸࠼る対価の支払のあっせんがあった

場合は、支ሗ࿌᭩にその᫂⣽をグ㍕しなけれࡤなりません。（法第㸯２条）

１ 政治資金パーティーの対価の支払いに関する制限

政治資金パーティーの対価の支払（パーティーๆ㉎ධ）は、മ務のᒚ行として支払われるも

のであり、ฟᖍを๓ᥦにしている㝈り、政治άືに関するᐤ㝃に該当するものではありません

が、政治資金パーティーは政治団体が㛤ദすることをཎ๎としており、その㐺ṇをᅗるため、

㔞ⓗไ㝈、あっせんのไ㝈等のつ定がタけられています。

（㸯）㔞ⓗไ㝈（ಶูไ㝈）（法第２２条の８第㸯項、ྠ条第㸱項）

政治資金パーティーを㛤ദする者は、一の政治資金パーティーにつࡁ、ྠ一の者から、㸯５㸮

を㉸࠼て、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはいけません。

また、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーに

つࡁ、㸯５㸮を㉸࠼て、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはいけません。

（２）࿌▱⩏務（法第２２条の８第２項）

政治資金パーティーを㛤ദする者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようと

するとࡁは、あらかࡌめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パー

ティーの対価の支払である᪨を᭩㠃（パーティーๆ、ෆ≧、㛤ദ㏻▱等）により࿌▱しな

けれࡤなりません。

また、その࿌▱に係る᭩㠃にグ㍕すᩥࡁゝはࠕこのദ≀は、政治資金つṇ法第８条の２

につ定する政治資金パーティーです。ࠖとされています。

（㸱）༏ྡによる支払の禁止（法第２２条の８第４項）

ᮏ人のྡ⩏௨እのྡ⩏又は༏ྡで、政治資金パーティーの対価の支払をすることは禁止さ

れています。また、これに㐪反してされる政治資金パーティーの対価の支払を受けてはなり

ません。
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（４）威迫等によるあっせんの禁止（法第２２条の８第４項）

政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをする場合において、相手方に対し業務、雇

用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等、不当にその意思を拘束するような

方法で、当該対価の支払のあっせんに係る行為をしてはなりません。

また、政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをする者は、いかなる方法をもってす

るを問わず、対価の支払をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金

その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該対価として支払われる金銭等

を集めてはなりません。

（５）公務員等の地位利用による関与等の禁止（法第２２条の９）

政治資金パーティーの対価の支払については、国若しくは地方公共団体の一般職の公務員

又は特定独立行政法人の職員は、その地位を利用して、政治資金パーティーに対価を支払っ

て参加することを求めたり、政治資金パーティーの対価の支払を受けたり、他の者がする政

治資金パーティーの対価の支払に関与することは禁止されています。
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Ⅸ 後援団体等の政治活動に関する文書図面の規制
選挙が行われていないᖹ常時における政治活動にࡘいては、次の文書図画を掲示することは

ཎ๎として禁止されています。（公選法第１４３᮲）

ۑ 公職の候補者又は公職の候補者となࢁうとする者（以下ࠕ公職の候補者等ࠖという。）

の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名が㢮᥎されるような事

㡯を表示する政治活動用文書図画

ۑ 後援団体の政治活動のために使用される文書図画で、当該後援団体の名称を表示する政

治活動用文書図画

ただし、以下の事㡯（１）㹼（４）にࡘいては掲示することができます。

（１）立ᮐ及び┳板の㢮で下の表に掲ࡆる総ᩘの⠊ᅖ内で、かࡘ、公職の候補者等又は後援団体

の政治活動に使用する事務所ごとにその場所において通ࡌて２以内に㝈り掲示されるもの

立ᮐ及び┳板の㢮のつ᱁は、⦪１㸳㸮�ᶓ４㸮以内（下の㊊の㒊ศ等もྵむ。）で、

当該選挙を⟶⌮する選挙⟶⌮ጤ員会がするࠕド⚊ࠖを㈞したものを掲示しなければな

りません。また、次のようなไ㝈があります。

ア ⮬動㌴等にྲྀりけて掲示することはできません。

イ 中に㟁ⅉをධれたあんん形ᘧのものは、立ᮐ・┳板の㢮とは認められません。

ウ この立ᮐ・┳板の㢮は、選挙期間前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示して

おくことができます。ただし、選挙期間中の⛣動はできません。

エ 事務所がない場所には掲示することができません。

࠙ド⚊の⏦ㄳの方法ࠚ

・下の表の区ศにᛂࡌて、当該選⟶にഛえけてあるド⚊⏦ㄳ書により、⏦ㄳし

てください。

・後援団体がド⚊を⏦ㄳするときは、当該後援団体にಀる公職の候補者等の同ព書を

ῧしなければなりません。

・衆議院ẚ例௦表と衆議院ᑠ選挙区選挙の㔜」立候補にಀる候補者等及びその後援団体に

。なされますࡳにಀるものとࡳいては、衆議院ẚ例௦表のࡘ

選挙の✀㢮
ド⚊のᯛᩘ

ド⚊⏦ㄳඛ
公職の候補者等 後援団体

衆議院

議員

ᑠ選挙区 １㸮ᯛ １㸳ᯛ ┴選挙⟶⌮ጤ員会

ẚ例௦表・

ᕞ選挙区

４６ᯛ
（ただし、１ᑠ選挙

区には１㸮ᯛ以内）

６㸷ᯛ
（ただし、１ᑠ選挙

区には１㸳ᯛ以内）

中ኸ選挙⟶⌮会

参議院

議員

選挙区 １４ᯛ ２１ᯛ ┴選挙⟶⌮ጤ員会

ẚ例௦表

１㸮㸮ᯛ
（ただし、┴内に

は１４ᯛ）

１㸳㸮ᯛ
（ただし、┴内に

は２１ᯛ）

中ኸ選挙⟶⌮会

┴知事 １４ᯛ ２１ᯛ
┴選挙⟶⌮ጤ員会

┴議会議員 ６ᯛ ６ᯛ

ᕷ㛗・ᕷ議会議員 ６ᯛ ６ᯛ 当該ᕷの選挙⟶⌮ጤ員会

⏫㛗・⏫議会議員 ４ᯛ ４ᯛ 当該⏫の選挙⟶⌮ጤ員会
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（２）政治活動用ポスター

ただし、下記のようなポスターは掲示することができません。

ア ベニア板・プラスチック板等で裏打ちされたもの

イ 表面に掲示責任者、印刷者の氏名（法人の場合は名称）及び住所（所在地）が記載

されていないもの

ウ 公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所若しくは連絡所を

表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するためのもの

エ 下記の選挙ごとの一定期間内に、当該選挙区内に掲示するもの

◎衆議院議員総選挙･･････任期満了の日の６月前の日又は解散の日の翌日から選挙

期日まで

◎参議院議員通常選挙････任期満了の日の６月前の日から選挙期日まで

◎地方選挙･･････････････任期満了の日の６月前の日又は選挙事由が告示された日

の翌日から選挙期日まで

◎再選挙・補欠選挙･･････選挙事由が告示された日の翌日から選挙期日まで

オ 選挙運動にわたると認められるもの

例えば、候補者等又は後援団体が行う演説会等の開催周知のために使用される裏打

ちのないポスター等は、公職の候補者等の氏名や後援団体の名称が表示されていても、

一般的には禁止の対象にはなりませんが、選挙運動にわたると認められるものは禁止

されています。

なお、選挙運動にわたるとおおむね認められるものとして、次のようなものが考え

られます。

◎ 演説会等のポスターに公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、

政党等の公認である旨等を記載したもの

◎ 演説会の開催予定のないものや、演説会の開催予定の日より異常に早い時期に

掲示されたもの、あるいは開催場所から異常に離れた場所に掲示されたもの、演

説会の終了後も掲示されているもの

◎ 必要以上に大きなもの又は大量に掲示されたもの

（３）政治活動のための演説会等の開催中その会場において使用されるもの

この場合には、すべての形態の文書図画を掲示することができます。

ただし、前述と同様に政治活動のために使用されるものでなければならず、選挙運動にわ

たるものであってはいけません。

（４）選挙運動期間中、特に掲示が認められたもの（公選法第１４章の３）


